
　障がいのある方が安心して自分らしく生活できるように実施している福祉サービスを紹介します。

●障がい者ほっとふくしサービス事業
対象／身体障害者手帳1・2級、療育手帳Ａ、精神障害者
保健福祉手帳1級の交付を受けている方▶利用内容／
タクシー運賃、紙おむつなどの購入、福祉乗合バスの回
数券、福祉乗合タクシーの使用料、配食サービス、定期
航路旅客運賃、障がい福祉サービス、有償ヘルパーサー
ビス、訪問入浴▶交付金額／年間9,000円
◆高齢者ほっとふくし券事業一般券との重複利用はで
きません。

●人工透析患者通院費助成事業
対象／じん臓機能障害による身体障害者手帳を交付さ
れた方で、本人および同居世帯の生計中心者が所得税
非課税の方▶助成内容／人工透析療法を受けるために
交通機関（自家用車も含む）を利用している方に、通院距
離に応じて交通費を助成▶助成金額／往復15キロ㍍未
満は月額1,500円、往復15キロ㍍～30キロ㍍は月額
2,000円、往復30キロ㍍以上は月額3,000円（ただし鉄道、
バス、タクシーを利用した場合はその運賃の額。自家用
車による場合は1キロ㍍当たり15円で計算した額で、実
支出額と比較して低い額を助成）

●重度障がい者紙おむつ支給事業
対象／65歳未満の身体障害者手帳1・2級、また療育手帳
を所持し、在宅で１か月以上にわたり昼夜を問わず紙お
むつを使用し、日常生活において常時介護を必要とする
方▶支給内容／所得税非課税世帯は月額8,000円相当、
所得税課税世帯は月額6,000円相当の紙おむつを支給

●せきずい損傷者介護手当支給事業
対象／身体障害者手帳1・2級に該当する脊

せき
髄
ずい
損傷者で

常時介護を必要とする20歳以上の方を介護している方
▶支給内容／脊髄損傷者を看護し、かつその生計を維
持する方一人につき月額5,000円

障がいのある方が安心して自分らしく生活できるように
障がい福祉サービスを利用してください

●お問い合わせ／市福祉課障がい福祉係 ☎２６-５７33

●在宅酸素療法者支援事業
対象／呼吸器機能障害による身体障害者手帳を所持し
ている方（ただし1級・2級を除く）で、かつ医師の指示に
より在宅酸素療法を行っている方▶支給内容／在宅酸
素療法に係る酸素濃縮器使用のための電気料金として
一人につき月額1,600円

●やさしい住まいづくり事業
　購入や設置工事をする前に申請してください。
対象／身体障害者手帳の交付を
受けている65歳未満の方で、過
去に同助成事業で限度額まで助
成を受けていない方▶対象機器
／手すり、介護用ベッド、和式便
器から洋式便器への取り換え、
シルバーカー、スロープ台など
の移動支援機器、入浴補助用具など▶助成金額／150,000
円を限度に設置事業費の2分の1を助成

●有料道路通行料金の割引
対象／身体障害者手帳の交付を受けた本人が運転する
場合、または重度の身体障害者手帳または療育手帳Ａ
の交付を受けた本人が同乗し本人以外が運転する場合
▶助成内容／有料道路の通常料金が半額。ただし事前
申請が必要

●ＮＨＫ受信料の免除制度
内容／【全額免除】身体障害者手帳・療育手帳・精神障害
者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けた方が世帯構
成員であり、世帯全員が市町村民税非課税の場合 【半
額免除】身体障害者手帳の交付を受けた視覚・聴覚障が
い者が世帯主でかつ契約者の場合、また身体障害者手
帳1・2級、療育手帳Ａ、精神障害者保健福祉手帳1級のい
ずれかの交付を受けた方が世帯主でかつ契約者の場合
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国
民
年
金
学
生
納
付
特
例
制
度
の
申
請
受
付
期

間
が
拡
大
さ
れ
ま
す●

お
問
い
合
わ
せ
／
／
市
国
保
年
金
課
国
民
年
金
係 

☎
２
６-

５
７
２
８

　
酒
田
光
陵
高
校
の
生
徒
駐
輪
場
が
学

校
敷
地
内
に
完
成
し
た
こ
と
に
伴
い
、

４
月
以
降
、
自
転
車
で
通
学
し
て
い
る

生
徒
の
通
学
経
路
な
ど
が
変
わ
り
ま
す
。

　
酒
田
光
陵
高
校
で
は
、
学
校
周
辺
の

混
雑
を
緩
和
す
る
た
め
に
、
左
図
の
よ

う
に
指
導
し
ま
す
。
ま
た
登
校
時
の
交

通
街
頭
指
導
を
行
い
、
自
転
車
マ
ナ
ー

の
遵
守
な
ど
を
指
導
し
て
い
き
ま
す
。

　
市
民
の
皆
さ
ん
も
周
辺
道
路
を
通
行

す
る
際
は
、
安
全
を
第
一
に
通
行
さ
れ

る
よ
う
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
国
内
に
住
む
20
歳
以
上
の
全
て
の
人

は
、
国
民
年
金
に
加
入
し
、
保
険
料
を

納
め
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま

す
が
、
学
生
に
は
、
申
請
に
よ
っ
て
保

険
料
の
納
付
を
猶
予
す
る
「
学
生
納
付

特
例
制
度
」
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
４
月
１
日
か
ら
、
今
年
度
分
の
申
請

に
加
え
て
申
請
の
で
き
る
期
間
が
過
去

２
年
間
ま
で
拡
大
さ
れ
ま
す
。
納
付
が

困
難
で
申
請
が
済
ん
で
い
な
い
方
は
、

学
生
納
付
特
例
を
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
期
限
／
納
期
限
の
翌
々
年
の
同
日

ま
で
（
納
期
限
は
保
険
料
納
付
対
象
月

の
翌
月
末
で
す
が
、
納
期
限
が
休
日
の

場
合
は
、
次
の
平
日
が
納
期
限
に
な
り

ま
す
。）

酒
田
光
陵
高
等
学
校
の
生
徒
駐

輪
場
完
成
に
伴
う
登
校
時
の
通

学
経
路
な
ど
を
お
知
ら
せ
し
ま
す

●
お
問
い
合
わ
せ
／
市
教
育
委
員
会

管
理
課
☎
２
６-

５
６
２
７

申
請
が
承
認
さ
れ
る
と

社
会
人
に
な
っ
た
ら「
追
納
」を

お
勧
め
し
ま
す

　
学
生
納
付
特
例
の
申
請
が
承
認
さ
れ

る
と
、
万
が
一
事
故
や
病
気
で
重
い
障

が
い
が
残
っ
た
場
合
に
、
保
険
料
が
未

納
で
あ
っ
た
た
め
に
障
害
年
金
を
請
求

で
き
な
く
な
る
こ
と
が
防
げ
ま
す
。

　
ま
た
、
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
す
る

た
め
の
資
格
期
間
に
も
計
算
さ
れ
ま
す
。

◎
対
象
と
な
る
学
生

　
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
期
間
の
前
年

　
学
生
納
付
特
例
が
承
認
さ
れ
た
期
間

は
、
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
資
格
期
間

に
は
算
入
さ
れ
ま
す
が
、
年
金
額
に
は

反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。
年
金
額
に
反
映
さ

せ
る
た
め
に
は
保
険
料
を
さ
か
の
ぼ
っ

て
納
め
る
（
追
納
）
こ
と
が
必
要
で
す
。

特
例
を
受
け
て
か
ら
10
年
以
内
は
さ
か

の
ぼ
っ
て
古
い
順
か
ら
追
納
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
が
、
３
年
目
以
降
は
当
時

の
保
険
料
に
加
算
金
が
つ
き
高
く
な
り

ま
す
。
そ
の
た
め
、
経
済
的
に
余
裕
が

生
じ
た
場
合
は
、
早
め
に
追
納
す
る
こ

と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

◎
申
し
込
み
手
続
き

受
付
窓
口
／
住
民
登
録
を
し
て
い
る
市

区
町
村
の
窓
口
▼
必
要
書
類
な
ど
／
年

金
手
帳
ま
た
は
基
礎
年
金
番
号
の
分
か

る
も
の
（
納
付
書
な
ど
）、
印
鑑

　
追
納
さ
れ
た
保
険
料
は
全
額
、
所
得

税
・
住
民
税
の
所
得
控
除
（
社
会
保
険

料
控
除
）
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

所
得
控
除
は
、
日
本
年
金
機
構
か
ら
送

付
さ
れ
る
控
除
証
明
書
、
ま
た
は
手
持

ち
の
領
収
書
で
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

所
得
が
１
１
８
万
円
以
下
で
、大
学（
大

学
院
）、
短
大
、
高
等
学
校
、
高
等
専

門
学
校
、
専
修
学
校
お
よ
び
各
種
学
校
、

一
部
の
海
外
大
学
日
本
分
校（
夜
間
部
、

定
時
制
課
程
、
通
信
制
課
程
を
含
む
）に

在
学
ま
た
は
在
籍
し
て
い
た
学
生
本
人

◎
申
請
手
続
き

受
付
窓
口
／
住
民
登
録
を
し
て
い
る
市

区
町
村
の
窓
口
▼
必
要
書
類
な
ど
／
年

金
手
帳
ま
た
は
基
礎
年
金
番
号
の
分
か

る
も
の
（
納
付
書
な
ど
）、
現
在
学
生

の
方
は
、
平
成
26
年
度
有
効
の
学
生
証

（
コ
ピ
ー
の
場
合
は
両
面
）
ま
た
は
在

学
証
明
書
、
卒
業
し
て
学
生
証
の
な
い

方
は
在
籍
（
期
間
）
証
明
書
、
印
鑑
、
前

年
以
降
に
会
社
を
退
職
し
て
学
生
に
な

っ
た
方
は
、
退
職
を
確
認
で
き
る
書
類

◆
前
年
の
申
請
が
承
認
さ
れ
、
在
学
予

定
期
間
が
把
握
で
き
る
方
に
は
、
申
請

の
翌
年
度
の
４
月
〜
５
月
に
日
本
年
金

機
構
か
ら
は
が
き
形
式
の
申
請
書
が
送

付
さ
れ
ま
す
。
必
要
事
項
を
記
入
し
て

は
が
き
を
返
信
す
る
こ
と
で
申
請
手
続

き
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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